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2010 年 11 月 5 日 

 

障がい者制度改革推進会議の皆様 

 

世界中にある 131 のろう者協会を包括する組織として、世界ろう連盟は、「情報・コミュニケーション

法（仮称）」および「手話言語法（仮称）」の２つの法律の制定に向けた、会員団体である全日本ろうあ

連盟による取り組みを支持することに賛同します。この２つはどちらも、ろう者や障害者の人権の向上

のために大変重要となる法律です。 

 

日本政府は、2007 年 9 月 28 日、国連の障害者権利条約(CRPD)に署名しました。そして、近い将来に、

この条約を批准することがほぼ確実視されています。前述の法律の制定や施行にあたって、障害者権利

条約の第 2 条、第 9 条、第 21 条、第 24 条および第 30 条を考慮することが大事であることを強調した

いと思います。皆様もご存知のように、障害者権利条約は、障害者に関する問題について議論を行う場

合に、当事者団体の代表者が必要であると明言しています。全日本ろうあ連盟の代表者は、日本の障害

者運動のパートナーである他の団体とともに、これらの重要な法制定のプロセスに参加する良い機会を

得ていると私は確信しています。 

 

さらに、世界ろう連盟の理事長として、この文書をもって、日本におけるろう者の人権の促進のために

全日本ろうあ連盟が遂行している取り組み、また、国際や地域のレベルにおける全日本ろうあ連盟が果

たしている有意義な貢献を支持することを表明します。 

 

障がい者制度改革推進会議に参加する皆様が、日本のろう者や障害者の生活と人権の質を真に向上させ

るこれらの法律を制定されるよう願ってやみません。 

 

詳しい情報が必要であれば、世界的な観点からみた、手話言語の法制定やろう者のアクセシビリティに

関する専門的見解を喜んで提供させていただきます。 
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世界ろう連盟 

理事長 マルク・ヨキネン 


